
武蔵野

市議会
だより

武蔵野

市議会
だより
No
発行日

発　行 武蔵野市議会

https://www.city.musashino.lg.jp/shigikai/

市議会ホームページ

ofc-gikai@city.musashino.lg.jpメールアドレスお問い合わせ 東京都武蔵野市緑町2-2-28 0422-60-1883（直）TEL 0422-55-7555FAX

写
真募

集
中！

写
真募

集
中！Photo Gallery

フォトギャラリー

.390
 令和5（2023）年2月1日

●一般質問  ２－３面

●議案審議結果一覧  ４面

●政府等への意見書・決議  ４面

●陳情審議結果  ４面

十
二
月
十
二
日
の
総
務
委
員
会
で
の
審
査

を
経
て
、
同
月
二
十
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、

「
武
蔵
野
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条

例
」
等
、
改
正
さ
れ
た
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
に
対
応
す
る
四
つ
の
条
例
が
、

い
ず
れ
も
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
九
日
に
デ
ジ
タ
ル
社
会

の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ

れ
、
地
方
公
共
団
体
で
の
個
人
情
報
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
は
法
律
や
条
例
等
が
改
正
保

護
法
に
一
本
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
改
正
保
護
法
の
規

定
に
従
い
個
人
情
報
保
護
を
行
っ
て
い
く
た

め
、
こ
れ
ま
で
の
本
市
の
個
人
情
報
保
護
に

関
す
る
基
本
的
理
念
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
、
現
行
の
武
蔵
野
市
個
人
情
報
保

護
条
例
を
廃
止
し
、
新
た
に
四
つ
の
条
例
を

制
定
す
る
も
の
で
す
。

「
武
蔵
野
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条

例
」
は
改
正
保
護
法
の
施
行
お
よ
び
市
独
自

第
四
回
定
例
会
は
十
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
議
会
で
は
二
十
人
の
議
員
に
よ
る
一
般
質
問
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
武
蔵
野
市
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
条
例
な
ど
十
七
件
の
市
長
提
出
議
案
、
議
案
第
八
十
四
号
武
蔵
野
市
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
条
例
に
関
す
る
付
帯
決
議
な
ど
二
件
の
議
員
提
出
議
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

第
四
回

市
議
会
定
例
会

の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
で
、
付
則
に
お
い
て
現
行

の
武
蔵
野
市
個
人
情
報
保
護
条
例
お
よ
び

武
蔵
野
市
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
条
例
の
廃
止
と
そ
れ
に
伴
う
経
過
措
置

を
定
め
、
そ
の
他
関
係
す
る
条
例
の
一
部

改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
各
条
例
は
、
武
蔵
野
市
情

報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
を
引
き

続
き
設
置
し
、
現
在
の
個
人
情
報
保
護
審

議
会
と
情
報
公
開
委
員
会
を
整
理
統
合
し

た
武
蔵
野
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
や
、
改
正
保
護

法
で
個
人
情
報
の
定
義
か
ら
外
れ
て
し
ま

う
死
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
事
項
を
定

め
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
四
条
例
の
う
ち
一
条
例
に
つ
い

て
付
帯
決
議
が
提
出
さ
れ
、
賛
成
多
数
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
（
四
面
の
決
議
欄
を

参
照
。
）

一
般
会
計
補
正
予
算
を
可
決

燃
料
高
騰
に
よ
る
光
熱
水
費
の
値
上
が

り
等
に
対
応

十
二
月
二
十
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、

「
令
和
四
年
度
武
蔵
野
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
五
回
）
」
が
全
会
一
致
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
補
正
予
算
は
、
歳
入
・
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
四
億
九
千
四
百
五
十
四
万
一
千
円

を
追
加
し
、
総
額
を
七
百
五
十
六
億
二
千

五
百
八
十
五
万
六
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

歳
出
の
主
な
内
容
は
、
各
公
共
施
設
の

光
熱
水
費
の
値
上
が
り
分
の
補
塡
、
出
産
・ 

子
育
て
応
援
交
付
金
支
給
事
業
、
高
齢
者

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
定
期
予
防
接
種
の
自
己

負
担
分
を
無
料
と
す
る
事
業
、
バ
ス
お
よ

び
タ
ク
シ
ー
の
公
共
交
通
事
業
者
へ
の
運

行
継
続
支
援
金
交
付
事
業
な
ど
に
必
要
な

財
源
措
置
を
行
う
も
の
で
す
。

同
補
正
予
算
は
、
十
二
月
八
日
の
本
会

議
に
上
程
後
、
所
管
の
各
常
任
委
員
会
に

付
託
さ
れ
た
も
の
で
す
。
各
常
任
委
員
会

は
十
二
月
十
二
日
か
ら
行
わ
れ
、
い
ず
れ

の
委
員
会
で
も
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

個
人
情
報
保
護
に
関
連
す
る
四
つ
の
条
例
と

付
帯
決
議
を
可
決

１面写真募集要領〈次回の締め切り　令和５年３月２２日〉

●内　　容： 武蔵野市内（市域が一部含まれる公園、施設等を含む。）で応募

者自身が撮影した、未発表※のオリジナル作品（カラー）に限り

ます（人物が映っている場合は、必ずご本人の了承を得てくださ

い。）。 

※ インターネット、ＳＮＳ等で掲載したものや、個展や写真の掲

載が主目的な催しは発表とする。ただし、地域行事への協力展

示（例えば、コミセンや学校での展示など）は未発表とする。

●規　　格： ①紙焼きの場合　　・サイズ　２Ｌ判～Ａ４

②デジタルデータの場合

・ファイル形式　ＪＰＥＧ形式

・画像サイズ　1600×1200ピクセル以上

・ファイルサイズ　２ＭＢ程度まで

●審　　査：議会広報委員会が審査します。

●発　　表： 採用された作品は、令和５年４月30日発行の市議会だよりに掲

載する予定です。ただし、紙面構成の都合上、掲載しない場合が

ありますのであらかじめご了承ください。

●著 作 権： 作品の著作権は撮影者本人に帰属します。ただし、次号の市議会

だより発行までは、他媒体での発表等をご遠慮いただくことを、

作品採用の条件といたします。

●期　　限：令和５年３月22日（水曜日）当日消印有効

●応募方法： 撮影者の住所・氏名（ふりがな）・電話番号・撮影年月日・撮影

場所・作品名・作品に関するコメント (100字程度 ) を明記のうえ、

下記宛先までご応募ください（本名以外での掲載を希望する場合、

上記に加え、ペンネーム（ふりがな）を明記してください。）。  

作品は返却いたしません。なお、今回採用されなかった場合は、

次号以降の市議会だよりの１面写真に使用させていただく場合が

あります。

●宛　　先： 〒180-8777武蔵野市緑町２- ２-28  

武蔵野市議会事務局市議会だより担当 

デジタルデータの場合はメールで  

ofc-gikai@city.musashino.lg.jp　まで 

（上記以外のメールアドレスや各種メディア等での送付はご遠慮

ください。）

「喜びが訪れるあした」
撮影：冨永　滋（武蔵野市）

場所：木の花小路公園（2021年2月13日）

公園は人工の滝で水辺に、足元に気にも留めない小さな花がけなげに咲いている。
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障害者雇用促進法改正案につき①内容を

伺う②短時間の就労拡大にどう対処するか。

①就労選択支援の導入や、雇用義務対象

でない週所定労働時間10時間以上20時間

未満の重度身体障害者等の雇用を実雇用率

に算定可能とすることなどだ②支援対象者

等の範囲が広がるため体制強化が必要だ。

既存の事業所のみで対応可能か注視する。

諸分野で積み重ねている就労支援・社会

参加支援事業全体を見通し、庁内連携、施

策の連動、事業者・支援者の協働等を議論・

検討する必要があると考えるが見解は。

経済的・社会的自立の両面から、支援全

体を見通し再構築することは必要な視点だ。

就労支援・社会参加支援の

総合的な検討を求める
山本あつし　議員

昨年市が行った暫定駐輪場の売却等はま

ちづくりの前進に必要な土地取引と考える

が、①目的は何か②暫定駐輪場売却価格は

１坪1,078万円だが土地価格の情報公開は。

①本町コミセンの移転・建て替えによる

バリアフリー化や、消防団第２分団詰所の

建て替え・拡張が目的である②所有権移転

の時点で土地価格を開示できる運用である。

円安、物価高での生活困窮者支援に関し、

①価格高騰緊急支援給付金の非課税世帯・

家計急変世帯への給付見込み数は②新型コ

ロナに関する特例貸付が終了したが件数は。

①非課税世帯1万6,000件、家計急変世

帯200件と見込んでいる②3,655件である。

吉祥寺駅北口駐輪場売却等の

土地取引はまちづくりに貢献
山本ひとみ　議員

子どもの権利条例を定める目的を問う。

子どもの権利を未来にわたって守ってい

く武蔵野市としてのルールが必要と考える。

本市のデジタル・シティズンシップ教育

の特徴は何か伺う。

知識的、技能的、態度的側面の育成を目

指しこの教育をいち早く取り入れたことだ。

随意契約に関して契約事務を適正に行う

ための取り組みを伺う。

システム改修を行うほか、マニュアル、

入札結果の公表基準の見直しを検討する。

ブルーキャップの実効性を上げる手法は。

時間帯、人数配分の変更を検討し、活動

内容に関する指導を実施する。

ルールを守り品のあるまちを

つくり子どもの権利を守る
宮代一利　議員

本市の外郭団体はさまざまな観点で肥大

化しており課題がある。改革が必要と考え

るが①多摩26市各市の外郭団体数と正規職

員数を把握しているか②本市では多くの外

郭団体の正規職員の給与は国や都に準拠し

ていると聞くが事実か③元市職員が理事長

等に就任している団体数と報酬額を伺う。

①他市の外郭団体数や職員数は把握して

いない。本市の財政援助出資団体数は14団

体、正規職員数は合計688人である②国や都

に準拠していると認識している③元市職員

が理事長等に就任している団体は９団体あ

り、理事長等報酬の平均額は、令和３年度

決算によると年額約630万円である。

肥大化した外郭団体の

改革を
下田ひろき　議員

マイナンバーカードの申請・交付状況は。

令和４年11月20日現在、本市の申請件数

は９万9,498件、交付枚数は７万7,323枚で、

それぞれ市民全体の67.1％、52.2％である。

紙の健康保険証が廃止された場合、マイ

ナンバーカード未取得者の受診時の対応は。

国や都から詳細な説明はない。カードを

取得しないことで不利益を被ることがない

よう国が取り扱いを定めるべきだと考える。

マイナンバーカードを利用した、本市独

自の行政サービスを検討しているか伺う。

カードを利用してコンビニエンスストア

で各種証明書を取得可能だが、現在、それ

以外の行政サービスは検討していない。

マイナンバーカードの申請・

交付状況とその問題点は
桜井夏来　議員

知的発達に遅れはないが読み書きに困難

がある子どもは、保護者や先生が気付きに

くく支援が遅れてしまい、自己肯定感の低

下につながる場合が多い。小１の夏に一斉

検査し、早期支援につなげてはどうか。

早期に気付き、支援につながることは重

要かつ効果的であることを踏まえ、今まで

の取り組みを含めて考えていきたい。

ごみ袋の品薄対策として、日野市が実証

実験中の購入したレジ袋をごみ袋として活

用できる取り組みのように、全く違う方法

でごみ袋を用意することを検討しては。

日野市の実証実験結果や今後の動向を

注視するとともに、情報収集を行っていく。

読み書きに配慮の必要な子ど

もへの早期検査・支援を望む
大野あつ子　議員

学校給食で市内産野菜を使う目標値は。

農業振興基本計画で、令和７年度までに

35％に増やすことを目標としている。

今年度試行実施した産業連携事業ＣＯ＋

ＬＡＢ　ＭＵＳＡＳＨＩＮＯの評価を伺う。

11月13日の催しには約15,000人が来

場した。事業者からも農業者の思いを知る

機会になったと伺っており、農家の意欲の

向上やＰＲの点から引き続き取り組みたい。

たばこを吸わない人のために、喫煙トレー

ラーハウスを吉祥寺駅北口に設置しては。

設置場所の確保が難しいが、喫煙の現状

について課題は認識している。地域の方々

と意見交換しながら継続して考えたい。

武蔵野市の農業を守る

政策を
ひがしまり子　議員

新型コロナウイルス感染症の拡大や、ロ

シアによるウクライナ侵攻、急激な為替変

動の下での、市政運営の基本姿勢を伺う。

市民の命と暮らし、まちの経済を守るた

めの取り組みを進めてきた。リスク管理と

事業継続の姿勢を大切にするとともに、セー

フティネット機能としての公の役割を果た

すべく、市政運営に取り組んでいく。

市指定の有料ごみ処理袋をはじめ、市が

提供する各種供給品に関し、今後の供給体

制の検証や対策の有無を伺う。

経済状況等を踏まえ、必要な予算の確保、

在庫数管理の徹底や早めの準備など、確実

に供給できるようなリスク管理に努めたい。

経済環境が変化する中、

市政運営における基本姿勢は
道場ひでのり　議員

一事業者の予算上厳しいとの要望により、

自転車条例施行規則を大幅に逸脱した隔地

駐輪場を認めたのは優遇措置ではないか。

一人の声がきっかけで事業が始まった例

もあり、一事業者の優遇にはつながらない。

施設から隔地駐輪場の距離を100メート

ル以内から300メートル以内とする規則変

更は重大事項だ。なぜ議会報告がないのか。

すべての改正を報告するわけではない。

隔地駐輪場を途中解約したときの罰則は。

罰則はなく、条例に基づき指導していく。

今後は駐輪場を駅外周部に配置する方

針だが、駅周辺には自転車を入れないのか。

歩行者中心のまちづくりを行う方針だ。

自転車条例の規則変更は重大

事項、市民と議会に報告を
小美濃安弘　議員

吉祥寺イーストエリアのまちづくりに関

し①直面する課題は②暫定駐輪場跡地売却

の随意契約の経過と売却価格は③道路整備

の取り組み方針は④本町コミセンの今後は。

①老朽化した建物の更新が進まず、歩行

者の安全性や防災、防犯、生活環境の課題

がある②市の利益増進につながるとして、

法令等の規定に基づき随意契約により売却

した。９億2,040万円、1坪当たり約1,078

万円で、財産価格審議会の答申を受けてい

る③継続して用地折衝し、計画的に景観道

路整備を検討する④移転により複合施設と

する可能性もあり、利用者等から意見を聴

き新たなコミセンの形を考えていきたい。

吉祥寺イーストエリアの

まちづくりの現況と展望は
深沢達也　議員一一一 般般般 質質質 問問問

　第４回定例会では12月６日、７日、８日に20名の議員から一般質問が行われました。各議員の主な質

問と答弁を要約して掲載します。

　詳しくは、２月中旬発行予定の会議録（設置場所：各市立図書館、各コミュニティセンター、市役所

７階市政資料コーナー）、または武蔵野市議会ホームページの会議録検索（第４回定例会分は２月15日

登録予定）、インターネット議会中継でご覧いただけます。

※一般質問とは、議員が市政全般にわたり、市長をはじめとする執行機関に対し、事務の状況や将来に対する方針等について、

質問をしたり、説明や報告を求めたりすることをいいます。
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これまで具体的に何種類の行政手続きに

ついてオンライン化を実現したのか伺う。

令和３年度までに115の手続きについて

オンライン化を実施した。

手続きのオンライン化について、他市で

はより多くの実績があると聞く。第七次計

画では①窓口に来なくても手続きができる

ようになることを含め、オンライン化を一

層進めるべきでは②数値目標を設定して組

織体制を強化すべきでは。

①市民ニーズを考慮し、国がオンライン

化を推奨する手続きも含め検討を進める。

②数値目標は設定しない。情報政策課がけ

ん引役となり各課と進めることが重要だ。

第七次総合情報化基本計画に

向けてより一層のＤＸ推進を
品川春美　議員

政府は２年後の介護保険制度改定に向け、

年金収入200万円以上の単身者の介護利用

料を２割負担に引き上げることを狙ってい

るが、市民への影響について見解を伺う。

支払いが困難となり、必要なサービスが

受けられなくなる状況は防がねばならない。

国は要介護１・２を介護保険から総合事

業へ移行するとしているが①本市の対象者

数は②サービス低下を招かないか、見解は。

①計3,365人②介護専門職のケアが必要な

軽度者もいる。従前から移行は難しいと考

え、見直しに慎重な対応を求めてきた。

　このほか、現行健康保険証の廃止とマイ

ナ保険証についての質問がありました。

給付減、負担増の介護保険

改定計画に反対意見を
本間まさよ　議員

名古屋市は、平成24年度より市民税の

税率を５％引き下げている。河村市長が就

任してから約10年で、減税したにもかかわ

らず市税収入が800億円ほど増加している。

名古屋市は国から地方交付税を受けている。

本市は財政力が高く不交付団体である。本

市も市民税減税をすべきと考えるが見解を

伺う。また、本市は令和３年度に都市計画

税の減税を行ったが、再び実施すべきでは。

今後の社会保障費の増加、公共施設やイ

ンフラの更新等で大きな費用が必要となる

ため、今のところ減税は考えていない。

　このほか、シルバー人材センターによる

通学路見守りについての質問がありました。

市民税減税を実施せよ

きくち太郎　議員

ＮＢＣ攻撃
※
へ備えるため自衛隊との積

極的な連携や訓練が必要と考えるが見解は。
情報交換しながら連携して取り組みたい。
市内にある国民保護法に基づく緊急一時

避難施設の数は足りているのか伺う。
合計収容人数は人口を上回っている。
市内の医療体制を守るための新型コロナ、

インフル同時流行への備えの現状を伺う。
ワクチン同時接種や検査キット準備など

の周知を行っている。今後も状況を見なが
ら医師会と情報共有し、対応していきたい。
敬老福祉の集いや祝い品は当事者の声を

聴きよりよいものにしてほしいがいかがか。
皆様の声に耳を傾け、よい事業にしたい。

※核等または生物剤もしくは化学剤を用いた兵器等
による攻撃

市民を守るため国民保護計画

による訓練は実践的にすべき
藪原太郎　議員

本市の歴史に残る住民投票条例案否決か

ら１年が経過したが、課題と今後の考えは。

コロナ禍のため検討過程で市民参加に制

約があったことが課題だ。今後は、住民投

票制度を新たな市民の権利とした自治基本

条例第19条を前提に、議会と協力し熟慮と

熟議に基づき、市民自治の制度としたい。

平和事業と多文化共生、交流事業等を総

合的に進めるべきだと考えるが見解は。

文化や考え方の相互理解は、多文化共生

社会の形成、平和な社会をつくる基盤であ

るため、事業連携を図り総合的に進めたい。

　このほか、「子どもとおとなの日本国憲

法」の活用等についての質問がありました。

自治、平和、多文化共生の

武蔵野を
内山さとこ　議員

保育料助成を①企業主導型保育②ベビー

ホテルにも求めてきたが未実施の理由は。

①令和５年度より助成を検討している②

事業の性質から慎重な判断が必要と考える。

０１２３施設の開所時間延長と対象年齢

拡大について質問してきた。今年度ついに

試行が実施されたが、その結果を伺う。

アンケートで大方前向きな回答を得たが、

利用者数等も考慮し、今後も検討が必要だ。

公園に関する問い合わせ件数が令和３年

度は1,619件と増加傾向だ。維持管理体制

を見直し、必要な部分を手厚くすべきでは。

対応が集中する時期等の管理は難しいが、

今後よりよい管理ができるよう考えたい。

認可外保育の保育料助成拡大

と公園の管理体制の見直しを
蔵野恵美子　議員

駐輪場の定期利用料金は、１か月ごとで

なくまとめて支払えるようにもすべきでは。

自転車駐車場整備センターと相談したい。

トイレのバリアフリー化の方向性を伺う。

オストメイト対応設備や介助者用スペー

スの確保を一層進める。施設の新築時には、

施設管理者がユニバーサルデザインの考え

を持ち事業を推進していくものと考える。

武蔵野中央公園を工事区域に含む雨水調

節池計画に関し、周辺住民から不安の声が

上がっているがどう受け止めているか。

市としても、振動や騒音等の影響や歩行

者の安全性に懸念がある。住民の不安を重

く受け止め、７月に都に要望書を提出した。

市民の負担を減らし、誰もが

使いやすい施設整備の推進を
橋本しげき　議員

市が駐輪場を売却した企業は駐輪場設置

に当たり「おおむね100ｍ以内」とある規

則の距離延長を要望したがその理由は何か。

建築資材高騰で予算上厳しい等のため。

事業者や自転車利用者に影響のある重要

事項の変更を議会や市民に報告しないのか。

議会への報告や市報による市民への報告

の予定はない。不特定多数の自転車利用者

に影響を与えるものではない。

330ｍ離れた駐輪場では、子どもたちや

子連れの方、高齢者の方の利便性や安全性

が低下すると思うがどう考えるのか。

お年寄りや子どもはどうだという、自転

車利用者だけの視点はお控えいただきたい。

市が駐輪場を売却した企業の

駐輪場設置に係る対応を問う
小林まさよし　議員

地域防災計画の見直しが進められている

が①本計画と行政各分野の個別計画との関

係を伺う②被害想定が変化した理由を伺う。

①計画策定の庁内会議において、長期計

画や他の個別計画との整合性を図っている。

②より震源地が近い地震を想定したためだ。

災害時のＳＮＳの活用について、情報発

信だけでなく情報収集の視点での見解は。

ＳＮＳに限らずさまざまなツールを用い

て災害状況の確認に努める必要がある。

子どもが立ったまま使えるおむつ交換台

の設置を求める声があるが推進する考えは。

どのような名前を付けるかも含め、スペー

スに応じ設置できるようにしていきたい。

武蔵野市地域防災計画の

基本的な考えを問う
落合勝利　議員

武蔵境駅北口市有地有効活用事業に関し

①第三者を入れて客観的な視点で検証すべ

きでは②地域を交えた協議会を設置し、地

域と事業者をつなぐ努力が必要では。

①利用者アンケートの実施や第三者の意

見を受けることも検討中だ②公民連携ガイ

ドラインに沿った事業実施とともに、地域

に受け入れられより良好な関係が構築でき

るようＱｕОＬａ運営事業者に促していく。

一歩進んだ市民参加を目指し、主要な事

業だけでなく個別事業のコストも市報等で

しっかり周知していくべきではないか。

市民が個々の事業の内容や費用を把握し

やすい情報発信の在り方を今後研究したい。

市民参加の大切な情報公開・

周知が足りない
木﨑 剛 議員

市民意見交換会を

実施しました

　令和４年11月27日（日曜日）、「市

民と議会との意見交換会」を実施し、

会場では40名の方、オンラインで

は４名の方にご参加いただきまし

た。意見交換会の報告

書は、市議会ホームペ

ージに掲載しています。

司会者と手話通訳者（左）

当日参加した議員
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第４回定例会

【市長提出議案（１７件）】

●武蔵野市立武蔵野芸能劇場条例の一部を改正する条例  可決（全会一致）

※開館時間を１時間前倒しし、現在の「午前１０時から午後１１時まで」を「午前９時から午後１０

時まで」とするほか、使用料等の改正を行うもの。

●武蔵野市立吉祥寺シアター条例の一部を改正する条例  可決（全会一致）

※閉館時間を３０分前倒しし、現在の「午後１０時３０分まで」を「午後１０時まで」とするほか、使

用料等の改正を行うもの。

●武蔵野市健康福祉施策推進審議会設置条例  可決（全会一致）

※武蔵野市健康福祉施策推進審議会の設置、所管事項、組織、委員の任期等、審議会に関して必

要な事項を定めるもの。

●武蔵野市ひとり親家庭等の住宅費の助成に関する条例の一部を改正する条例

 可決（全会一致）

※所得の制限に係る対象期間の開始の日を規則で定める日とするほか、助成金の支給に係る

申請を受給資格の認定の申請と併せて行うこととするもの。

●武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例  可決（賛成多数）

※国民健康保険税の課税限度額の引き上げを行うほか、所要の改正を行うもの。

●武蔵野市消防団に関する条例の一部を改正する条例  可決（全会一致）

※消防団団長、副団長および本部分団長の定年を６５歳とするほか、報酬項目の改正などを行

うもの。

●令和４年度武蔵野市一般会計補正予算（第５回）   可決（全会一致）

●令和４年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算（第１回）   可決（全会一致）

●令和４年度武蔵野市水道事業会計補正予算（第１回）   可決（全会一致）

●武蔵野市個人情報の保護に関する条例  可決（全会一致）

※個人情報保護法で規定されている、条例で定めることができる事項や、同法の趣旨の範囲内

で個人情報の保護に関して市が独自に定める事項について規定するもの。

●武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会条例  可決（全会一致）

※武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会の設置や所掌事務、組織、調査審議の手続きなどに

ついて規定するもの。

●武蔵野市情報公開・個人情報保護審議会条例  可決（全会一致）

※武蔵野市個人情報保護審議会と武蔵野市情報公開委員会を統合して武蔵野市情報公開・個

人情報保護審議会を設置し、所掌事務や手続きなどについて規定するもの。

●武蔵野市死者情報の開示に関する条例  可決（全会一致）

※特定の死者（被相続人）の情報に関する相続人等からの開示請求を現行の水準で維持するた

め、武蔵野市情報公開条例の特例として、特定の死者の情報について相続人等への開示に関

する事項を定めるもの。

●武蔵野市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例

 可決（賛成多数）

※期末手当の支給月数を改正するもの。以下の２議案も同様。

●武蔵野市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

 可決（賛成多数）

●武蔵野市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条

例の一部を改正する条例   可決（賛成多数）

●武蔵野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  可決（賛成多数）

※勤勉手当の支給月数の改正を行うほか、東京都人事委員会勧告に準じ、行政職給料表の改定

を行うもの。

【議員提出議案（２件）】

●議案第８４号武蔵野市個人情報の保護に関する条例に関する付帯決議

 可決（賛成多数）

●中学校英語スピーキングテスト（ＥＳＡＴ－Ｊ）の検証を求める意見書

 可決（賛成多数）

議案に対する各議員の賛否結果については、市議会ホームページに掲載

しています。

市議会だよりへのご意見、ご要望をお聞かせください。

議　会
事務局

ＴＥＬ ０４２２－６０－１８８３　ＦＡＸ ０４２２－５５－７５５５

メールアドレス　ofc-gikai@city.musashino.lg.jp

市議会ホームページ　https://www.city.musashino.lg.jp/shigikai/

議案審議結果（議決）一覧
中
学
校
英
語
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
テ
ス
ト
（
Ｅ
Ｓ
Ａ

Ｔ
―

Ｊ
）
の
検
証
を
求
め
る
意
見
書

　

東
京
都
教
育
委
員
会
は
民
間
事
業
者
と
協
定
を

結
び
開
発
・
実
施
す
る
中
学
校
英
語
ス
ピ
ー
キ
ン

グ
テ
ス
ト（
以
下「
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｔ
―

Ｊ
」と
い
う
。）の
結

果
を
、
東
京
都
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜（
令
和
五

年
度
入
学
）に
反
映
さ
せ
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
令
和
四
年
十
一
月
二
十
七
日
に
実
施

の
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｔ
―

Ｊ
に
つ
い
て
は
、
不
受
験
の
生
徒

に
筆
記
試
験
で
同
じ
点
数
を
取
っ
た
生
徒
の
平
均

値
を
仮
得
点
と
し
て
付
与
す
る
た
め
不
公
平
、
採

点
者
や
採
点
の
詳
細
は
企
業
秘
密
と
さ
れ
ブ
ラ
ッ

ク
ボ
ッ
ク
ス
、
実
施
事
業
者
が
そ
っ
く
り
の
テ
ス

ト
を
販
売
し
て
い
る
、
生
徒
や
保
護
者
へ
の
周
知

不
足
、実
施
体
制
の
混
乱
、試
験
会
場
ま
で
の
交
通

費
負
担
、
な
ど
多
く
の
瑕
疵
や
問
題
点
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、多
く
の
保
護
者
、大
学
教
授
な
ど
有
識
者

か
ら「
見
直
す
べ
き
で
あ
る
」と
の
声
が
上
が
っ
て

お
り
、
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｔ
―

Ｊ
の
結
果
を
東
京
都
立
高
等

学
校
の
入
学
者
選
抜
に
使
う
こ
と
へ
の
疑
問
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

よ
っ
て
、武
蔵
野
市
議
会
は
、来
年
度
以
降
の
東

京
都
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
で
実
施
予
定
の
Ｅ

Ｓ
Ａ
Ｔ
―

Ｊ
に
つ
い
て
、
検
証
を
行
う
こ
と
を
強

く
要
請
し
ま
す
。

（
東
京
都
知
事
・
東
京
都
教
育
委
員
会
教
育
長
宛

て
）

議
案
第
八
十
四
号
武
蔵
野
市
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
条
例
に
関
す
る
付
帯
決
議

　

新
た
な
条
例
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、
個
人
情

報
を
適
正
に
取
り
扱
う
仕
組
み
を
作
り
、
武
蔵
野

市
が
守
っ
て
き
た
個
人
情
報
保
護
の
取
組
を
堅
持

さ
れ
た
い
。

請願・陳情を提出する方へ

〈改選期に当たるため、締め切り日にご注意ください〉

　第１回市議会定例会に請願・陳情を提出する方は、２月14日（火

曜日）までにご提出ください。なお、今年は市議会議員の改選期に

当たるため（現在の議員の任期は４月30日まで）、その後の請願・

陳情の提出については、武蔵野市議会事務局議事係までお問い合

わせください。

　武蔵野市議会では、令和４年12月22日（木曜日）から令和５年

１月18日（水曜日）まで、「（仮称）武蔵野市議会個人情報の保護

に関する条例（案）」に対する、パブリックコメントを実施しました。

　いただいたご意見およびご意見への回答は、市議会

ホームページに掲載しています。

（仮称）武蔵野市議会個人情報の保護に

関する条例（案）に関する

パブリックコメントを実施しました

陳
情

審
議
結
果

■
意
見
付
き
採
択

・
暗
所
視
支
援
眼
鏡
「
Ｍ
Ｗ
10
」
の
日
常

生
活
用
具
認
定
に
関
す
る
陳
情
（
※
）

（
意
見
）
機
種
の
選
定
は
、
議
会
が
判
断

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
今
後
、
日

常
生
活
用
具
と
し
て
の
検
討
に
努
め

ら
れ
た
い
。

■
不
採
択

・
境
南
町
二
丁
目
十
三
番
及
び
十
四
番
・ 

十
六
番
・
十
七
番
の
接
道
通
路
に
つ

い
て
憲
法
第
二
十
九
条
及
び
不
動
産

登
記
法
に
基
づ
い
て
、
建
築
確
認
行

政
を
行
う
よ
う
求
め
る
陳
情
（
※
）

・
「
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
実
施

再
考
を
求
め
る
意
見
書
」
を
政
府
に

送
付
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
関

す
る
陳
情

（
※
）
は
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
も
の

で
す
。

　会派とは、市政について、同じような考えや意見を持って

いる議員のグループで、議会活動の一つの基盤となります。

※氏名は議席番号順、電話番号は会派控室（市役所７階）の

直通電話番号です。議員の連絡先は、わたしの便利帳や市議会ホームページでご確認

いただくか、議会事務局にお問い合わせください。

会派名簿

自由民主・市民クラブ ☎６０－１８８４

道場　ひでのり　　小林　まさよし

ひがし　まり子　　木　﨑 剛

土　屋　美恵子　　与　座 武

小美濃　安　弘

立憲民主ネット ☎６０－１８８９

藪　原　太　郎　　蔵　野　恵美子

西園寺　みきこ　　川　名　ゆうじ

深　沢　達　也

市議会公明党 ☎６０－１８８７

大　野　あつ子　　浜　田　けい子

落　合　勝　利

自治と共生 ☎６０－１８９０

内　山　さとこ　　山　本　あつし

ワクワクはたらく ☎６０－１８８５

宮　代　一　利　　本　多　夏　帆

日本共産党武蔵野市議団 ☎６０－１８８８

橋　本　しげき　　本　間　まさよ

小さな声を活かす会 ☎６０－１９４４

桜　井　夏　来　　山　本　ひとみ

会派に属さない議員 ☎６０－１９０９

品　川　春　美　　きくち　太　郎

下　田　ひろき
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